
セクハラ対策の最前線と大学の責務 II 2005年 11月7日(月) 

時 間 講 義 項 目 

 9：40 

～ 

11：10 

□ セクハラ裁判の争点と調査・処分・裁判の法的対処 
  ～被害者救済手続と加害者責任追及をめぐって～ 

                              弁護士   井口  博 

１．セクハラ裁判の現状と争点 

 (1)被害事実を争う裁判 (2)大学による処分を争う裁判 

 (3)教育活動停止･教授会出席停止等の学内措置に対する裁判 (4)アカハラ裁判の現状と争点 

２．調査と処分における必要不可欠なポイント 

 (1)調査手続の現状と法的問題点 (2)処分の現状と法的問題点 

 (3)裁判において調査・処分はどう争われているか 

 (4)裁判に備えるための調査・処分手続｢これだけは｣ 

３．裁判に対する対応 

 (1)裁判をどう回避するか (2)裁判になったときの留意点 

 (3)裁判は実際にはどのように進行するか 

４．大学におけるこれからの課題 

 (1)学内規則・ガイドラインの再検討 (2)相談・調査マニュアルの必要性 

 (3)研修のありかた (4)弁護士などの学外専門家によるアドバイス      〈質疑応答〉 

11：20 

～ 

12：50 

□ ハラスメント相談員を100％活用するために 
                           名古屋大学   白石恵美子 

１．ハラスメント相談員に適した人材とポジション 

２．ハラスメント専門相談員を置くことのメリット 

３．ハラスメント専門相談員の悲哀 

４．ＥＡＰ(エンプロイー・アシスタンス・プログラム)というひとつの選択 

５．今後に向けて                             〈質疑応答〉 

昼  食 

13：50 

～ 

15：20 

□〔山形大〕事件後の対策経緯と再発防止への取組み 
  ～緊急対策協議会の改善策提言／新規則の制定／処分の公表～ 

                            山形大学   石島 庸男 

１．事件の概要 

２．緊急対策協議会の改善案 

３．新規則の制定 

４．公表の基準 

５．今後の課題                                〈質疑応答〉 

15：30 

～ 

17：00 

□〔立教大〕キャンパス・セクハラ防止の取組み 
  ～防止対策委員会の設置から現在まで／各種研修・啓発活動の実際～ 

                            立教大学   星野 一朗 

１．防止対策委員会の設置から現在まで 

２．防止対策委員会の現状と課題 

３．教職員・学生への研修・啓発活動 

４．その他の啓発活動                             〈質疑応答〉 

 


